　　居宅介護支援の料金規定
介護認定を受けられた方は、介護保険給付の対象となりますので、利用者の自己負担はありません。

居宅介護支援：　要支援　１・２　　　５，３２６円／月　（１１１円）
要介護　１・２　　　１２，２５４円／月　（２５４円）
要介護　３～５　　１５，９２３円／月　（３３２円）
初回加算　：　３，３８１円／月　(６６円)
新規に居宅サービス計画、介護予防サービス計画を作成した場合、もしくは区分の2段階以上の変更の認定を受けた場合　　　　　　　　　　
入院時情報連携加算　：　（Ⅰ）２，８１７円／月（５５円）　（Ⅱ）２，２５４円／月(４４円)
入院の際、訪問その他で利用者に関する必要な情報を医療機関に
（Ⅰ）入院した当日に提供した場合
（Ⅱ）入院後、３日以内に提供した場合　　　　　　　
退院・退所加算　：入院または入所者が退院・退所後、居宅でサービスを利用する際、職員から必要な情報提供を受け、サービスの調整を行なった場合、３回まで算定（初回加算との算定不可）

カンファレンス無
カンファレンス有
連携1回
５，０７１円
　　　　　　６，７７３円
連携２回
６，７７３円
８，４６４円
連携３回
　　　　　-
　　　　　１０，１５４円
　　　通院時情報連携加算　：　５６３円／月
　　　　　　　医師および歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や
生活環境等の必要な情報を提供し、医師等から利用者に関する必要な情報を受け、
ケアプランに記録した場合
　　　緊急時等居宅カンファレンス加算　：　２，２５４円／月
　　　　　　　医師または看護師とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて
サービスの調整を行った場合（月２回まで算定可）
　　　介護職員等処遇改善加算（算定単位数×2.1%）
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等に賃金の改善等を実施し
ているものとして都道府県知事に届け出た事業所が、サービス提供を行った場
合、介護職員の賃金の改善に関する計画を作成し、職員教育、賃金改善等を計画
的に行っている場合に算定　　　　　　　　
　２０２６年６月改定





　



























但し、以下に該当する場合は、料金を頂くことになります。万一自己負担が発生する場合は、現金で直接お支払をお願い致します。
1 介護保険適用の場合でも、介護保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われないことがあります。その場合は、一旦１か月あたりの介護報酬全額料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。サービス提供証明書を後日、在任市・区役所窓口に提出し、差額の払い戻しを受けることができます。
2 暫定の介護サービス計画立案後、非該当（自立）と判定された場合は居宅介護支援利用料全額自己負担となる場合があります。
